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序
論　

フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
お
け
る
正
当
化
事
由

　

現
行
フ
ラ
ン
ス
刑
法
は
当
初
、
正
当
化
事
由
と
し
て
、
法
令
行
為･

正
当
な
官
憲
の
指
令
（
刑
法
典
第
一
二
二
―
四
条（

１
））、

正
当
防
衛
（
刑

法
典
第
一
二
二
―
五
条（

２
））、

及
び
、
緊
急
避
難
（
刑
法
典
第
一
二
二
―
七
条（

３
））

の
三
つ
を
規
定
し
て
い
た
。
前
二
者
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法

典
で
は
殺
傷
罪
に
関
す
る
各
則
で
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
現
行
刑
法
制
定
時
に
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
、
経
済
活
動
の
透
明
性
、
汚
職
対
策
及
び
現
代
化
に
関
す
る
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
二
〇
一
六
―
一
六
九
一
号（

４
）に

よ
っ
て
、
新
た
な
正
当
化
事
由
が
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
、
内
部
通
報
者
の
保
護
に
関
す
る
正
当
化
事
由
（
刑
法
典
第
一
二
二
―

九
条
）
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
新
た
な
正
当
化
事
由
に
つ
い
て
、
立
法
経
緯
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
内
容
を
精
査
す
る
。

Ⅰ　

内
部
通
報
者
の
保
護

一　

従
来
の
枠
組

　

内
部
通
報
者
の
保
護
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
六
年
法
成
立
以
前
か
ら
一
定
の
措
置
が
取
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
公
衆
衛
生
法
典
で
は
、

二
〇
一
一
年（

５
）に

、
保
健
衛
生
商
品
の
安
全
性
に
関
す
る
秘
密
を
暴
露
し
た
者
を
保
護
す
る
規
定
が
置
か
れ
た
。

・
公
衆
衛
生
法
典
第
Ｌ
．
五
三
一
二
―
四
―
二
条

①
善
意
で
、
雇
用
者
、
司
法
ま
た
は
行
政
当
局
に
対
し
て
、
自
己
が
職
務
の
遂
行
に
お
い
て
認
識
し
た
、
第
Ｌ
．
五
三
一
一
―
一
条
に
規
定

（法政研究 87－3－64）
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さ
れ
る
製
品
の
公
衆
衛
生
上
の
安
全
に
関
す
る
事
実
を
詳
述
し
ま
た
は
証
言
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
何
人
も
、
差
別
的
措
置
の
対
象
と
な
り

え
ず
、
採
用
手
続
、
ま
た
は
、
研
修
も
し
く
は
職
業
訓
練
へ
の
参
加
か
ら
排
除
さ
れ
え
な
い
他
、
制
裁
を
加
え
ら
れ
、
と
り
わ
け
報
酬
、
待

遇
、
職
業
訓
練
、
再
配
置
、
配
属
、
資
格
、
分
類
、
職
業
上
の
昇
任
、
人
事
異
動
も
し
く
は
契
約
の
更
新
に
関
し
て
、
直
接
的
も
し
く
は
間

接
的
な
差
別
的
措
置
の
対
象
と
な
り
え
な
い
。

②
こ
れ
に
反
す
る
全
て
の
規
定
ま
た
は
行
為
は
、
当
然
に
無
効
で
あ
る
。

③
前
二
項
の
適
用
に
関
す
る
争
訟
の
場
合
、
対
象
者
が
、
公
衆
衛
生
上
の
安
全
に
関
す
る
事
実
を
詳
述
し
ま
た
は
証
言
し
た
こ
と
を
推
定
さ

せ
る
事
実
を
証
明
す
る
限
り
に
お
い
て
、
被
告
側
は
、
そ
の
要
素
に
鑑
み
、
当
事
者
の
申
告
ま
た
は
証
言
以
外
の
客
観
的
要
素
に
よ
っ
て
自

ら
の
決
定
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
を
証
明
す
る
責
任
を
負
う
。
判
事
は
、
必
要
な
場
合
、
有
益
と
思
料
す
る
あ
ら
ゆ
る
証
拠
調
べ
を
命
じ
た

後
、
心
証
を
形
成
す
る
。

　

ま
た
、
公
衆
衛
生
法
典
で
は
、
二
〇
一
三
年（

６
）に

、
公
衆
衛
生
及
び
環
境
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
内
部
通
報
者
保
護
規
定
も
設
け
ら
れ
た
。

・
第
Ｌ
．
一
三
五
一
―
一
条

①
善
意
で
、
雇
用
者
、
司
法
ま
た
は
行
政
当
局
に
対
し
て
、
自
己
が
職
務
の
遂
行
に
お
い
て
認
識
し
た
、
公
衆
衛
生
ま
た
は
環
境
に
対
す
る

重
大
な
危
険
に
関
す
る
事
実
を
詳
述
し
ま
た
は
証
言
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
何
人
も
、
採
用
手
続
、
ま
た
は
、
研
修
も
し
く
は
職
業
訓
練
へ

の
参
加
か
ら
排
除
さ
れ
え
な
い
他
、
制
裁
を
加
え
ら
れ
、
と
り
わ
け
報
酬
、
待
遇
、
職
業
訓
練
、
再
配
置
、
配
属
、
資
格
、
分
類
、
職
業
上

の
昇
任
、
人
事
異
動
も
し
く
は
契
約
の
更
新
に
関
し
て
、
直
接
的
も
し
く
は
間
接
的
な
差
別
的
措
置
の
対
象
と
な
り
え
な
い
。

②
こ
れ
に
反
す
る
全
て
の
規
定
ま
た
は
行
為
は
、
当
然
に
無
効
で
あ
る
。

③
前
二
項
の
適
用
に
関
す
る
争
訟
の
場
合
、
対
象
者
が
、
公
衆
衛
生
ま
た
は
環
境
に
対
す
る
危
険
に
関
す
る
事
実
を
善
意
で
詳
述
し
ま
た
は

（87－3－65）
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証
言
し
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
事
実
を
証
明
す
る
限
り
に
お
い
て
、
被
告
側
は
、
そ
の
要
素
に
鑑
み
、
当
事
者
の
申
告
ま
た
は
証
言
以
外
の

客
観
的
要
素
に
よ
っ
て
自
ら
の
決
定
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
を
証
明
す
る
責
任
を
負
う
。
判
事
は
、
必
要
な
場
合
、
有
益
と
思
料
す
る
あ
ら

ゆ
る
証
拠
調
べ
を
命
じ
た
後
、
心
証
を
形
成
す
る
。

　

労
働
法
の
分
野
で
は
、
二
〇
〇
七
年（

７
）に

、
会
社
の
汚
職
に
関
す
る
通
報
者
を
保
護
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

・
労
働
法
典
第
Ｌ
．
一
一
六
一
―
一
条

①
善
意
で
、
雇
用
者
、
司
法
ま
た
は
行
政
当
局
に
対
し
て
、
自
己
が
職
務
の
遂
行
に
お
い
て
認
識
し
た
、
汚
職
の
事
実
を
詳
述
し
ま
た
は
証

言
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
何
人
も
、
採
用
手
続
、
ま
た
は
、
企
業
に
お
け
る
研
修
も
し
く
は
職
業
訓
練
へ
の
参
加
か
ら
排
除
さ
れ
え
な
い
他
、

全
て
の
被
雇
用
者
は
、
制
裁
を
加
え
ら
れ
、
解
雇
さ
れ
、
ま
た
は
、
と
り
わ
け
報
酬
、
職
業
訓
練
、
再
配
置
、
配
属
、
資
格
、
分
類
、
職
業

上
の
昇
任
、
人
事
異
動
も
し
く
は
契
約
の
更
新
に
関
し
て
、
直
接
的
も
し
く
は
間
接
的
な
差
別
的
措
置
の
対
象
と
な
り
え
な
い
。

②
そ
こ
か
ら
生
じ
る
全
て
の
労
働
契
約
の
破
棄
、
こ
れ
に
反
す
る
全
て
の
規
定
ま
た
は
行
為
は
、
当
然
に
無
効
で
あ
る
。

③
前
二
項
の
適
用
に
関
す
る
争
訟
の
場
合
、
当
該
被
雇
用
者
、
ま
た
は
、
採
用
、
企
業
に
お
け
る
研
修
も
し
く
は
職
業
訓
練
の
候
補
者
が
、

汚
職
の
事
実
を
詳
述
し
ま
た
は
証
言
し
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
事
実
を
証
明
す
る
限
り
に
お
い
て
、
被
告
側
は
、
そ
の
要
素
に
鑑
み
、
被
雇

用
者
の
申
告
ま
た
は
証
言
以
外
の
客
観
的
要
素
に
よ
っ
て
自
ら
の
決
定
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
を
証
明
す
る
責
任
を
負
う
。
判
事
は
、
必
要

な
場
合
、
有
益
と
思
料
す
る
あ
ら
ゆ
る
証
拠
調
べ
を
命
じ
た
後
、
心
証
を
形
成
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
限
ら
れ
た
分
野
に
お
い
て
、
一
定
の
範
囲
で
、
内
部
通
報
者
の
保
護
規
定
は
存
在
し
た
が
、
他
の
欧
州
諸
国
と
比
べ
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
が
立
ち
後
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

（法政研究 87－3－66）
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二�　

経
済
活
動
の
透
明
性
、
汚
職
対
策
及
び
現
代
化
に
関
す
る
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
二
〇
一
六

―
一
六
九
一
号

a）　

概
要

　

そ
こ
で
、
登
場
し
た
の
が
、
経
済
活
動
の
透
明
性
、
汚
職
対
策
及
び
現
代
化
に
関
す
る
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
二
〇
一
六
―

一
六
九
一
号
で
あ
る
。
腐
敗
行
為
の
防
止
を
積
極
的
に
進
め
る
た
め
、
同
法
で
は
、
専
門
機
関
を
設
置（

８
）し

、
合
わ
せ
て
、
広
く
内
部
通
報
者

（lanceurs d’alerte

）
の
保
護
を
図
る
施
策
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
内
部
通
報
者
に
関
す
る
規
定
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
六
条

①
内
部
通
報
者
と
は
、
自
身
が
個
人
的
に
認
識
し
た
、
重
罪
も
し
く
は
軽
罪
、
フ
ラ
ン
ス
国
に
よ
っ
て
正
式
に
批
准
も
し
く
は
承
認
さ
れ
た
国

際
協
約
、
そ
の
よ
う
な
国
際
協
約
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
国
際
機
関
の
単
独
行
為
、
法
律
も
し
く
は
規
則
に
対
す
る
重
大
か
つ
明
白
な
違
反
、

ま
た
は
、
一
般
の
利
益
に
対
す
る
重
大
な
脅
威
も
し
く
は
損
害
に
つ
い
て
、
無
私
無
欲
か
つ
善
意
で
暴
露
ま
た
は
通
報
す
る
自
然
人
で
あ
る
。

②
国
防
上
の
秘
密
、
医
療
上
の
秘
密
ま
た
は
弁
護
士
と
依
頼
者
間
の
秘
密
に
属
す
る
事
実
、
情
報
ま
た
は
記
録
は
、
い
か
な
る
形
態
ま
た
は

媒
体
で
あ
っ
て
も
、
本
章
に
定
め
る
通
報
制
度
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

・
第
七
条

刑
法
典
第
一
編
第
二
部
第
二
章
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
第
一
二
二
―
九
条
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

「
第
一
二
二
―
九
条
―
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
秘
密
を
侵
害
す
る
者
は
、
こ
の
暴
露
が
当
該
利
益
の
保
護
に
必
要
で
か
つ
こ
れ
と
均
衡

（87－3－67）
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し
て
お
り
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
通
報
手
続
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
、
か
つ
、
そ
の
者
が
経
済
活
動
の
透
明
性
、
汚
職
対
策
及

び
現
代
化
に
関
す
る
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
二
〇
一
六
―
一
六
九
一
号
第
六
条
に
定
め
ら
れ
る
内
部
通
報
者
の
定
義
に
当
て
は

ま
る
限
り
に
お
い
て
、
刑
法
上
責
任
を
負
わ
な
い
。」

・
第
八
条

Ⅰ
．―
①
通
報
は
、
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
な
階
層
的
上
位
者
、
雇
用
主
ま
た
は
雇
用
主
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
指
示
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
。

②
本
条
Ⅰ
第
一
項
に
規
定
さ
れ
る
通
報
の
名
宛
人
に
お
い
て
、
合
理
的
期
間
内
に
、
通
報
の
受
理
可
能
性
に
つ
い
て
吟
味
す
る
迅
速
さ
が
欠

け
る
場
合
、
通
報
は
、
司
法
当
局
、
行
政
当
局
ま
た
は
専
門
職
能
団
体
に
対
し
て
な
さ
れ
る
。

③
結
局
、
三
ヶ
月
以
内
に
、
本
条
Ⅰ
第
二
項
に
規
定
さ
れ
る
機
関
の
一
つ
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
な
い
場
合
、
通
報
は
、
公
表
さ
れ
う
る
。

Ⅱ
．―
重
大
か
つ
急
迫
し
た
危
難
が
存
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
回
復
不
可
能
な
損
害
が
発
生
す
る
危
険
が
存
す
る
場
合
、
通
報
は
、
本
条
Ⅰ

第
二
項
に
規
定
さ
れ
る
機
関
に
対
し
て
直
接
行
わ
れ
う
る
。
通
報
は
、
公
表
さ
れ
う
る
。

Ⅲ
．―
内
部
の
従
業
員
ま
た
は
外
部
の
一
時
的
協
力
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
通
報
を
受
け
る
の
に
適
合
し
た
手
続
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ･

デ
タ
の

デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
被
雇
用
者
五
〇
人
以
上
の
公
法
上
ま
た
は
私
法
上
の
法
人
、
国
の
行
政
機
関
、
居
住
者
一

〇
、
〇
〇
〇
人
以
上
の
地
方
自
治
体
、
及
び
、
地
方
自
治
体
が
構
成
員
と
な
り
独
自
の
課
税
を
行
う
地
方
自
治
体
相
互
協
力
公
機
関
に
よ
っ

て
設
け
ら
れ
る
。

Ⅳ
．―
何
人
も
、
通
報
が
そ
の
受
理
に
適
合
し
た
機
関
に
向
け
ら
れ
る
た
め
、
権
利
擁
護
官
（D

éfenseur des droits

）
に
対
し
て
こ
れ
を

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

（法政研究 87－3－68）
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・
第
九
条

Ⅰ
．―
①
第
八
条
に
規
定
さ
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
通
報
を
受
理
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
る
手
続
は
、
通
報
者
及
び
通
報
者
に
よ
っ
て
対
象

に
さ
れ
た
者
の
身
分
、
並
び
に
、
通
報
の
全
て
の
名
宛
人
に
よ
っ
て
受
理
さ
れ
た
情
報
に
つ
い
て
厳
格
な
機
密
性
を
保
証
す
る
。

②
内
部
通
報
者
を
特
定
し
う
る
情
報
は
、
司
法
官
憲
を
除
い
て
、
内
部
通
報
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
公
表
さ
れ
う
る
。

③
通
報
に
よ
っ
て
問
題
に
さ
れ
る
者
を
特
定
し
う
る
情
報
は
、
司
法
官
憲
を
除
い
て
、
通
報
内
容
の
確
実
性
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
の
み
、

公
表
さ
れ
う
る
。

Ⅱ
．―
本
条
Ⅰ
で
定
め
ら
れ
る
機
密
情
報
を
公
表
す
る
行
為
は
、
二
年
の
拘
禁
刑
及
び
三
〇
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
。

・
第
一
〇
条

Ⅰ
．―
労
働
法
典
第
Ｌ
．
一
一
三
二
―
三
―
三
条
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

一　

第
一
項
の
後
に
、
以
下
の
項
が
挿
入
さ
れ
る
。

「
経
済
活
動
の
透
明
性
、
汚
職
対
策
及
び
現
代
化
に
関
す
る
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
二
〇
一
六
―
一
六
九
一
号
第
六
条
乃
至
第

八
条
に
従
い
通
報
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
何
人
も
、
採
用
手
続
か
ら
排
除
さ
れ
え
ず
、
研
修
ま
た
は
職
業
訓
練
へ
の
参
加
を
妨
げ
ら
れ
な
い

他
、
全
て
の
被
雇
用
者
は
、
制
裁
を
加
え
ら
れ
、
解
雇
さ
れ
、
ま
た
は
、
と
り
わ
け
第
Ｌ
．
三
二
二
一
―
三
条
の
意
味
に
お
け
る
報
酬
、
利

益
分
配
、
株
式
分
配
、
職
業
訓
練
、
再
配
置
、
配
属
、
資
格
、
分
類
、
職
業
上
の
昇
任
、
人
事
異
動
も
し
く
は
契
約
の
更
新
に
関
し
て
、
直

接
的
も
し
く
は
間
接
的
な
差
別
的
措
置
の
対
象
と
な
り
え
な
い
。」

二　

第
二
項
第
一
文
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
。

「
前
二
項
の
適
用
に
関
す
る
争
訟
の
場
合
、
対
象
者
が
、
軽
罪
も
し
く
は
重
罪
を
構
成
す
る
行
為
を
善
意
で
詳
述
し
、
証
言
し
た
こ
と
、
ま

た
は
、
上
記
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
二
〇
一
六
―
一
六
九
一
号
第
六
条
乃
至
第
八
条
に
従
っ
て
通
報
し
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る

（87－3－69）
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事
実
的
要
素
を
提
示
す
る
限
り
に
お
い
て
、
被
告
側
は
、
そ
の
要
素
に
鑑
み
、
当
事
者
の
申
告
ま
た
は
証
言
以
外
の
客
観
的
要
素
に
よ
っ
て

自
ら
の
決
定
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
を
証
明
す
る
責
任
を
負
う
。」

Ⅱ
．―
公
務
員
の
権
利
及
び
義
務
を
定
め
る
一
九
八
三
年
七
月
一
三
日
の
法
律
第
八
三
―
六
三
四
号
第
六
条
の
三
Ａ
は
、
以
下
の
よ
う
に
修

正
さ
れ
る
。

一　

第
一
項
の
後
に
、
以
下
の
項
が
挿
入
さ
れ
る
。

「
全
て
の
公
務
員
は
、
経
済
活
動
の
透
明
性
、
汚
職
対
策
及
び
現
代
化
に
関
す
る
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
二
〇
一
六
―
一
六
九

一
号
第
六
条
乃
至
第
八
条
に
従
い
通
報
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
制
裁
を
科
さ
れ
、
ま
た
は
、
直
接
的
も
し
く
は
間
接
的
に
差
別
的
措
置
の
対

象
と
な
り
え
な
い
。」

二　

最
後
か
ら
二
番
目
の
項
の
第
一
文
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

a）　
「
三
」
の
語
は
「
四
」
の
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

b）　
「
ま
た
は
利
益
相
反
状
況
の
」
と
い
う
語
は
、「
、
利
益
相
反
状
況
、
ま
た
は
、
上
記
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
二
〇
一
六
―

一
六
九
一
号
第
六
条
の
意
味
に
お
け
る
通
報
の
」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

三　

最
終
項
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
。

「
害
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
ま
た
は
、
公
開
も
し
く
は
流
布
さ
れ
る
事
実
の
少
な
く
と
も
部
分
的
な
不
確
実
性
を
認
識
し
つ
つ
、
悪
意
で
利

益
相
反
状
況
に
関
す
る
事
実
、
ま
た
は
、
懲
戒
を
も
た
ら
し
う
る
全
て
の
事
実
を
詳
述
し
ま
た
は
証
言
す
る
公
務
員
は
、
刑
法
典
第
二
二
六

―
一
〇
条
第
一
項
で
定
め
ら
れ
る
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
る
。」

・
第
一
一
条

行
政
裁
判
法
典
第
Ｌ
．
九
一
一
―
一
条
の
後
に
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
第
Ｌ
．
九
一
一
―
一
―
一
条
が
挿
入
さ
れ
る
。

（法政研究 87－3－70）
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「
第
Ｌ
．
九
一
一
―
一
―
一
条
―
第
Ｌ
．
九
一
一
―
一
条
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
国
防
法
典
第
Ｌ
．
四
一
二
二
―
四
条
第
二
項
、

労
働
法
典
Ｌ
．
一
一
三
二
―
三
―
三
条
第
二
項
ま
た
は
公
務
員
の
権
利
及
び
義
務
を
定
め
る
一
九
八
三
年
七
月
一
三
日
の
法
律
第
八
三
―
六

三
四
号
第
六
条
の
三
Ａ
第
二
項
を
無
視
し
て
、
解
雇
、
契
約
の
更
新
拒
否
、
ま
た
は
、
罷
免
の
対
象
と
な
っ
た
全
て
の
者
を
復
職
さ
せ
る
よ

う
命
じ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
者
が
一
定
期
間
、
公
法
上
の
法
人
ま
た
は
公
役
務
の
管
理
の
任
を
負
う
私
法
上
の
組
織
と
の
関
係
に
よ
っ
て

拘
束
を
受
け
て
い
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。」

・
第
一
二
条

第
六
条
の
意
味
に
お
け
る
通
報
に
起
因
す
る
労
働
契
約
の
破
棄
の
場
合
、
被
雇
用
者
は
、
労
働
法
典
第
一
部
第
四
編
第
五
款
第
五
章
に
定
め

ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
労
働
審
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
第
一
三
条

Ⅰ
．―
い
か
な
る
態
様
で
あ
れ
、
第
八
条
Ⅰ
第
一
項
に
規
定
さ
れ
る
者
及
び
機
関
へ
の
通
報
を
妨
害
す
る
全
て
の
者
は
、
一
年
の
拘
禁
刑
及

び
一
五
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
。

Ⅱ
．―
予
審
判
事
ま
た
は
予
審
部
が
内
部
通
報
者
に
対
す
る
名
誉
毀
損
の
申
し
立
て
を
受
け
た
場
合
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
一
七
七
―
二
条
及

び
第
二
一
二
―
二
条
に
定
め
ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
宣
告
さ
れ
う
る
過
料
の
総
額
は
、
三
〇
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
で
あ
る
。

・
第
一
四
条

二
〇
一
六
年
一
二
月
八
日
の
憲
法
院
採
決
第
二
〇
一
六
―
七
四
一
Ｄ
Ｃ
号
に
よ
っ
て
憲
法
不
適
合
と
宣
告
さ
れ
た
規
定（

９
）

（87－3－71）
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・
第
一
五
条

Ⅰ
．―
国
防
法
典
第
Ｌ
．
四
一
二
二
―
四
条
第
一
項
の
後
に
、
以
下
の
項
が
挿
入
さ
れ
る
。

「
全
て
の
軍
人
は
、
経
済
活
動
の
透
明
性
、
汚
職
対
策
及
び
現
代
化
に
関
す
る
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
二
〇
一
六
―
一
六
九
一

号
第
六
条
、
第
七
条
及
び
第
八
条
Ⅰ
に
従
い
通
報
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
制
裁
を
科
さ
れ
、
ま
た
は
、
直
接
的
も
し
く
は
間
接
的
な
差
別
的

措
置
の
対
象
と
な
り
え
な
い
。」

Ⅱ
．―
公
衆
衛
生
法
典
第
Ｌ
．
一
三
五
一
―
一
条
及
び
Ｌ
．
五
三
一
二
―
四
―
二
条
は
、
廃
止
さ
れ
る
。

Ⅲ
．―
労
働
法
典
第
Ｌ
．
一
一
六
一
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
四
一
三
三
―
五
条
は
、
廃
止
さ
れ
る
。

Ⅳ
．―
保
健
衛
生
及
び
環
境
に
関
す
る
鑑
定
の
独
立
性
並
び
に
内
部
通
報
者
の
保
護
に
関
す
る
二
〇
一
三
年
四
月
一
六
日
の
法
律
第
二
〇
一

三
―
三
一
六
号
第
一
条
、
第
二
条
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
一
二
条
は
、
廃
止
さ
れ
る
。

Ⅴ
．―
公
的
活
動
の
透
明
性
に
関
す
る
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
一
日
の
法
律
第
二
〇
一
三
―
九
〇
七
号
第
二
五
条
は
、
廃
止
さ
れ
る
。

Ⅵ
．―
二
〇
一
六
年
一
二
月
八
日
の
憲
法
院
採
決
第
二
〇
一
六
―
七
四
一
Ｄ
Ｃ
号
に
よ
っ
て
憲
法
不
適
合
と
宣
告
さ
れ
た
規
定

（
（1
（

・
第
一
六
条　

通
貨
金
融
法
典
第
六
編
第
三
部
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
第
四
章
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

「
第
四
章　

権
限
を
有
す
る
監
督
官
庁
へ
の
職
務
違
反
の
通
報
及
び
内
部
通
報
者
の
保
護

第
Ｌ
．
六
三
四
―
一
条
―
①
金
融
市
場
庁
及
び
健
全
性
監
督
・
破
綻
処
理
庁
は
、
欧
州
規
則
、
本
法
典
、
ま
た
は
、
金
融
市
場
庁
の
一
般
規

則
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
、
そ
の
監
視
が
両
庁
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
全
て
の
義
務
違
反
に
つ
い
て
、
そ
の
違
反
が
両
庁
に
通
報
さ

れ
る
た
め
の
手
続
を
整
備
す
る
。

②
金
融
市
場
庁
に
つ
い
て
は
、
金
融
市
場
庁
の
一
般
規
則
、
健
全
性
監
督
・
破
綻
処
理
庁
に
つ
い
て
は
、
経
済
担
当
大
臣
の
ア
レ
テ
が
、
本

章
の
適
用
の
態
様
を
定
め
る
。

（法政研究 87－3－72）
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第
Ｌ
．
六
三
四
―
二
条
―
職
員
が
第
六
三
四
―
一
条
に
規
定
さ
れ
る
全
て
の
違
反
を
通
報
で
き
る
よ
う
に
、
以
下
の
者
は
適
切
な
内
部
手
続

を
実
施
す
る
。

一　

第
Ｌ
．
六
二
一
―
九
条
Ⅱ
第
一
号
乃
至
第
八
号
及
び
第
一
〇
号
乃
至
第
一
七
号
に
規
定
さ
れ
る
者
、

二　

第
Ｌ
．
六
三
四
―
一
条
で
い
わ
れ
る
原
則
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
義
務
に
服
す
る
活
動
を
行
う
場
合
、
第
Ｌ
．
六
一
二
―
二
条
に
規
定

さ
れ
る
者
。

第
Ｌ
．
六
三
四
―
三
条
―
①
第
Ｌ
．
六
三
四
―
一
条
で
規
定
さ
れ
る
一
つ
ま
た
は
複
数
の
違
反
と
な
り
得
る
事
実
を
善
意
で
金
融
市
場
庁
ま

た
は
健
全
性
監
督
・
破
綻
処
理
庁
に
通
報
し
た
自
然
人
は
、
こ
の
た
め
に
、
解
雇
、
制
裁
、
と
り
わ
け
、
報
酬
も
し
く
は
職
業
訓
練
に
関
す

る
直
接
的
も
し
く
は
間
接
的
な
差
別
的
措
置
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
不
利
益
措
置
の
対
象
と
な
り
え
な
い
。

②
本
条
第
一
項
を
無
視
し
て
下
さ
れ
た
全
て
の
決
定
は
、
当
然
に
無
効
で
あ
る
。

③
前
二
項
の
適
用
に
関
す
る
争
訟
の
場
合
、
通
報
者
が
善
意
で
行
動
し
た
と
推
定
さ
せ
る
事
実
を
証
明
す
る
限
り
に
お
い
て
、
被
告
側
は
、

そ
の
事
実
に
鑑
み
、
通
報
以
外
の
客
観
的
要
素
に
よ
っ
て
自
ら
の
決
定
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
を
証
明
す
る
責
任
を
負
う
。
判
事
は
、
あ
ら

ゆ
る
有
益
な
証
拠
調
べ
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
Ｌ
．
六
三
四
―
四
条
―
①
第
Ｌ
．
六
三
四
―
一
条
に
規
定
さ
れ
る
違
反
の
資
格
で
、
金
融
市
場
庁
ま
た
は
健
全
性
監
督
・
破
綻
処
理
庁
に

な
さ
れ
た
通
報
に
よ
っ
て
問
題
に
さ
れ
る
自
然
人
は
、
こ
の
よ
う
な
通
報
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
の
み
を
理
由
に
、
第
Ｌ
．
六
三
四
―
三
条

第
一
項
に
規
定
さ
れ
る
措
置
の
対
象
と
な
り
え
な
い
。

②
本
条
第
一
項
を
無
視
し
て
下
さ
れ
た
全
て
の
決
定
は
、
当
然
に
無
効
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
多
く
の
分
野
で
内
部
通
報
者
の
保
護
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
刑
法
典
に
、
内
部
通
報
者
を
不
処
罰

と
す
る
規
定
も
設
け
ら
れ
、
少
な
く
と
も
、
法
律
上
の
整
備
は
、
二
〇
一
六
年
法
に
よ
っ
て
、
格
段
に
進
ん
だ
と
い
え
る
。

（87－3－73）
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b）　

立
法
経
緯

　

当
初
の
立
法
提
案

（
（1
（

を
見
る
と
、
ま
ず
、
本
法
案
の
目
標
と
し
て
、「
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
を
よ
り
進
ん
だ
欧
州
及
び
国
際
基
準
の
水
準
に
至

ら
せ
る
こ
と
」、「
経
済
活
動
の
透
明
性
及
び
現
代
化
、
並
び
に
、
経
済
行
為
者
と
公
的
決
定
者
の
関
係
に
お
い
て
新
た
な
進
展
を
実
現
」
す

る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

他
方
、
内
部
通
報
者
に
関
し
て
、
具
体
的
な
提
言
は
、
差
押
及
び
没
収
財
産
管
理
徴
収
局
（A

gence de gestion et de 

recouvrem
ent des avoirs saisis et confisqués

：A
GRA

SC

）
に
よ
る
金
銭
的
支
援
、
及
び
、
金
融
セ
ク
タ
ー
に
関
す
る
金
融
市
場

庁
ま
た
は
健
全
性
監
督･

破
綻
処
理
庁
へ
の
通
報
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
成
立
し
た
二
〇
一
六
年
法
と
は
大
き
な
差
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
こ
の
時
点
で
は
、
内
部
通
報
者
を
不
処
罰
と
す
る
規
定
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。

　

内
部
通
報
者
の
刑
事
無
答
責
規
定
は
、
二
〇
一
六
年
五
月
二
四
日
、
国
民
議
会
議
員Sébastien D

EN
A
JA

氏
の
修
正
案（am

endem
ent 

CL

六
八
五

（
（1
（

）
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
俎
上
に
載
る
。

・Sébastien D
EN

A
JA

氏
に
よ
っ
て
二
〇
一
六
年
五
月
二
四
日
に
提
出
さ
れ
た
修
正
案

追
加
条
項

第
六
条
の
前
に
、
以
下
の
条
を
挿
入
す
る

第
六
Ｂ
条

　

国
防
に
関
す
る
秘
密
、
医
学
上
の
秘
密
ま
た
は
弁
護
士
と
依
頼
者
の
間
の
関
係
に
適
用
さ
れ
る
職
業
上
の
秘
密
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ

る
場
合
を
除
い
て
、
内
部
通
報
者
は
、
暴
露
し
た
情
報
が
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
秘
密
を
侵
害
す
る
場
合
、
刑
事
責
任
を
負
い
え
な
い
。

（法政研究 87－3－74）
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提
案
理
由

　

倫
理
的
通
報
は
、
透
明
性
と
民
主
的
責
任
の
証
左
と
な
る
も
の
で
、
公
的
機
関
、
公
的
活
動
の
み
な
ら
ず
企
業
の
組
織
及
び
運
営
に
お
い

て
、
今
日
で
は
公
認
さ
れ
て
い
る
。

　

我
々
の
国
は
、
昔
か
ら
、
公
的
機
関
及
び
企
業
内
部
に
お
け
る
通
報
義
務
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
内
部
通
報
者
を
報
復
の
危
険
か
ら

保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
ご
く
最
近
に
す
ぎ
な
い
。
本
法
案
第
七
条
は
、
さ
ら
に
、
金
融
市
場
庁
ま
た
は

健
全
性
監
督･

破
綻
処
理
庁
に
対
し
て
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
派
生
す
る
法
に
基
づ
く
義
務
の
違
反
を
通
報
す
る
者
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
内
部
通

報
者
の
保
護
の
特
別
な
制
度
を
創
設
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
つ
な
ぎ
の
よ
う
で
不
完
全
な
法
文
は
、
内
部
通
報
者
の
一
般
的
か
つ
実
効
的
な
保
護
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

首
相
に
よ
っ
て
付
託
さ
れ
た
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、「
通
報
権
：
通
報
す
る
こ
と
、
取
り
扱
う
こ
と
、
保
護
す
る
こ
と
」
に
関
す
る

近
時
の
研
究
に
お
い
て
、
法
律
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
内
部
通
報
者
に
適
用
さ
れ
る
一
般
規
定
の
台
座
を
創
出
す
る
こ
と
を
推
奨
し
た
。

　

本
修
正
案
は
、
内
部
通
報
者
の
地
位
と
刑
法
上
保
護
さ
れ
る
秘
密
と
の
両
立
を
可
能
に
す
る
。

　

こ
の
提
案
が
採
用

（
（1
（

さ
れ
、
以
後
、
内
部
通
報
者
の
刑
事
無
答
責
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

現
行
の
規
定
ぶ
り
は
、
二
〇
一
六
年
六
月
二
〇
日
、
元
老
院
議
員François PILLET

氏
の
修
正
案

（
（1
（

に
見
ら
れ
る
。

・
元
老
院
議
員François PILLET

氏
に
よ
っ
て
二
〇
一
六
年
六
月
二
〇
日
に
提
出
さ
れ
た
修
正
案

第
六
Ｂ
条

本
条
を
以
下
の
よ
う
に
起
草
す
る
。

第
一
部
第
二
編
第
二
章
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
第
一
二
二
―
九
条
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

（87－3－75）



論　説

614

「
第
一
二
二
―
九
条
―
①
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
秘
密
を
侵
害
す
る
者
は
、
こ
の
暴
露
が
当
該
利
益
の
保
護
に
必
要
で
か
つ
こ
れ
と
均

衡
し
て
お
り
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
通
報
手
続
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
か
つ
、
そ
の
者
が
経
済
活
動
の
透
明
性
、
汚
職
対
策

及
び
現
代
化
に
関
す
る
法
律
第...

―...

号
第
六
Ａ
条
に
定
め
ら
れ
る
内
部
通
報
者
の
定
義
に
当
て
は
ま
る
限
り
に
お
い
て
、
刑
法
上
責
任
を

負
わ
な
い
。

②
第
一
項
で
定
め
ら
れ
る
刑
事
無
答
責
事
由
は
、
当
該
暴
露
が
国
防
上
の
秘
密
、
医
学
上
の
秘
密
、
及
び
、
弁
護
士
と
依
頼
者
間
の
秘
密
を

侵
害
す
る
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。」

目
的

　

包
括
的
な
起
草
に
よ
る
こ
の
修
正
案
は
、
内
部
通
報
者
の
定
義
を
明
確
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

　

第
一
に
、
本
修
正
案
は
、
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
秘
密
の
暴
露
ま
た
は
暴
露
の
隠
匿
を
理
由
と
す
る
全
て
の
訴
追
か
ら
内
部
通
報
者
を

保
護
す
る
た
め
、
こ
の
者
の
刑
事
無
答
責
を
法
典
化
す
る
。
こ
の
規
定
は
、
刑
事
無
答
責
事
由
に
関
す
る
刑
法
典
の
章
の
内
部
に
挿
入
さ
れ
る
。

　

第
二
に
、
本
修
正
案
は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
通
報
手
続
に
よ
る
こ
と
を
刑
事
無
答
責
の
条
件
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
緊
急
性
が

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
前
の
手
続
を
踏
む
こ
と
な
く
情
報
を
流
布
す
る
者
は
、
そ
れ
故
、
こ
の
刑
法
上
の
不
処
罰
の
恩
恵
を
受
け
な
い

で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
修
正
案
が
採
用

（
（1
（

さ
れ
、
現
行
規
定
と
同
様
の
内
部
通
報
者
の
刑
事
無
答
責
規
定
が
法
案
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

な
お
、
二
〇
一
六
年
法
に
関
す
る
憲
法
院
裁
決

（
（1
（

に
お
い
て
、
内
部
通
報
者
の
刑
事
無
答
責
規
定
に
関
し
て
は
特
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
内
部
通
報
者
の
定
義
（
第
六
条
）、
及
び
、
通
報
手
続
（
第
八
条
）
に
関
し
て
、
元
老
院
議
員
か
ら
審
査
申
立
が
あ
っ
た
が
、

憲
法
院
は
、
い
ず
れ
も
憲
法
適
合
的
と
の
判
断
を
下
し
て
い
る

（
（1
（

。
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Ⅱ　

Ｔ
Ｅ
Ｆ
Ａ
Ｌ
事
件

一　

事
案
の
概
要

　

二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
日
か
ら
同
年
一
二
月
三
一
日
の
間
、
労
働
監
督
官
Ｘ
は
、
匿
名
で
、SA

S T
EFA

L

社
の
複
数
の
機
密
文
書
を
受

領
し
た
。
そ
れ
は
、T

EFA
L

社
人
事
部
の
責
任
者
とSEB

グ
ル
ー
プ
人
事
部
の
責
任
者
間
の
電
子
メ
ー
ル
の
や
り
と
り
で
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル

セ
ン
サ
ー
（capteurs sociaux

）」
と
題
す
る
文
書
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
非
合
法
か
つ
匿
名
で
獲
得
さ
れ
て
お
り
、
明
ら
か

に
秘
密
の
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｘ
は
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
も
、
名
宛
人
の
Ｉ
Ｄ
に
よ
っ
て
も
、
当
該
文
書
が
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス
の
名
義
人
の

同
意
な
く
獲
得
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
え
な
か
っ
た
。
Ｘ
は
、
匿
名
の
情
報
提
供
者
と
の
通
信
の
あ
ら
ゆ
る
痕
跡
を
自
分
の
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス

か
ら
消
去
し
た
上
で
、
当
該
文
書
を
県
及
び
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
組
合
、
並
び
に
、
全
国
労
働
監
督
評
議
会
に
転
送
し
た
。

　

Ｘ
は
、
当
該
文
書
を
各
労
働
組
合
等
に
転
送
し
た
こ
と
に
つ
き
、
秘
密
漏
示
罪
（
刑
法
典
第
二
二
六
―
一
三
条

（
（1
（

）
に
問
わ
れ
た

（
（1
（

。

　

A
nnecy

大
審
裁
判
所
軽
罪
部
二
〇
一
五
年
一
二
月
四
日
判
決

（
（2
（

は
、
職
業
上
の
秘
密
の
漏
洩
行
為
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
、
秘

密
漏
示
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
。

　
「
職
業
上
の
秘
密
を
漏
洩
す
る
行
為
に
つ
い
て

　

刑
法
典
第
二
二
六
―
一
三
条
は
、
地
位
も
し
く
は
職
業
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
一
時
的
な
職
務
も
し
く
は
任
務
の
故
に
、
秘
匿
性
の
あ
る

情
報
を
保
持
す
る
者
が
こ
れ
を
暴
露
し
た
場
合
、
一
年
の
拘
禁
刑
及
び
一
五
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
が
科
さ
れ
る
旨
規
定
す
る
。

　

労
働
監
督
官
Ｘ
氏
は
、
公
務
員
と
し
て
、
職
業
上
の
秘
密
を
遵
守
す
る
義
務
を
導
く
、
一
九
八
三
年
七
月
一
三
日
の
法
律
第
二
六
条
の
規

定
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
う
。

　

労
働
監
督
官
の
職
業
に
適
用
さ
れ
る
職
業
倫
理
規
定
に
鑑
み
れ
ば
、
労
働
監
督
に
と
っ
て
、
職
業
上
の
秘
密
は
、
人
々
の
た
め
に
、
収
集

（87－3－77）
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さ
れ
た
機
密
事
項
の
安
全
を
保
障
し
、
人
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
秘
匿
性
の
あ
る
情
報
を
保
護
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
。

　

Ｘ
氏
は
、
匿
名
の
下
、
個
人
的
に
自
己
に
送
付
さ
れ
た
文
書
を
読
ん
で
、
こ
の
文
書
がT

EFA
L

社
の
自
ら
に
対
す
る
圧
力
を
証
明
す
る

も
の
で
、
階
層
的
上
位
者
と
対
立
す
る
争
議
に
お
い
て
必
要
な
情
報
で
あ
り
、
自
ら
付
託
す
る
と
決
し
た
全
国
労
働
者
連
合
（
Ｃ
Ｎ
Ｔ
）
に

知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。

　

Ｘ
氏
は
、
尋
問
の
際
、
犯
罪
が
構
成
さ
れ
る
と
考
え
る
旨
の
調
書
を
作
成
し
た
と
付
け
加
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｘ
氏
は
、
二
〇
一
三
年

一
二
月
か
ら
、
七
つ
の
労
働
組
合
組
織
に
こ
れ
ら
の
文
書
一
式
を
送
付
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
書
を
受
領
し
て
六
ヶ
月
以
上
が
経
過
し
た
、

二
〇
一
四
年
六
月
二
四
日
の
尋
問
の
時
点
で
も
、
構
成
さ
れ
る
と
自
身
が
主
張
す
る
犯
罪
を
共
和
国
検
事
に
申
し
立
て
て
い
な
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
Ｘ
氏
は
、
憲
兵
に
よ
る
尋
問
に
お
い
て
、
不
当
に
も
、
こ
の
流
布
に
は
、
労
働
法
典
の
条
項
が
適
用
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。

　

こ
の
労
働
組
合
組
織
へ
の
流
布
に
よ
っ
て
、T

EFA
L

社
の
こ
れ
ら
内
部
文
書
を
新
聞
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
表
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
Ｍ
氏

（
（2
（

が
特
定
さ
れ
、
Ｍ
氏
はT

EFA
L

社
か
ら
解
雇
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　

場
合
に
よ
っ
て
は
自
己
の
利
益
を
擁
護
す
る
任
を
負
う
労
働
組
合
組
織
へ
の
単
純
な
流
布
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
こ
の
広
範
な
流
布
は
、
労

働
組
合
組
織
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
る
、
全
国
労
働
者
連
合
へ
の
付
託
に
よ
っ
て
既
に
十
分
に
実
施
さ
れ
て
い
る
防
御
権
の
行
使
と
比
較
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
広
範
な
流
布
は
、
個
人
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
広
く
流
布
す
る
意
思
を
も
っ
て
、
あ
る
企
業
の
秘
密
の

内
部
文
書
を
伝
播
す
る
と
い
う
熟
慮
の
上
で
の
選
択
が
な
さ
れ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

　

Ｘ
氏
は
、
従
っ
て
、
防
御
権
の
行
使
か
ら
導
出
さ
れ
る
任
意
の
正
当
化
事
由
を
援
用
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

職
業
上
の
秘
密
を
漏
洩
す
る
行
為
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

内
部
通
報
者
の
地
位
に
関
し
て

　

労
働
法
典
第
一
一
三
二
―
三
―
三
条

（
（2
（

は
、
行
為
後
の
二
〇
一
三
年
一
二
月
六
日
の
法
律
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
。
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Ｘ
氏
に
よ
っ
て
、
労
働
組
合
組
織
に
流
布
さ
れ
た
文
書
は
、
そ
の
職
務
の
公
使
の
枠
内
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
防
御
権
の

厳
格
な
行
使
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
が
重
罪
ま
た
は
軽
罪
を
構
成
す
る
こ
と
も
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　

従
っ
て
、
職
業
上
の
秘
密
漏
洩
罪
が
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」

　

Cham
bery

控
訴
院
二
〇
一
六
年
一
一
月
一
六
日
判
決

（
（2
（

も
、
同
様
に
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
秘
密
漏
洩
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
。

　
「
Ｘ
氏
に
非
難
が
向
け
ら
れ
る
、
職
業
上
の
秘
密
の
漏
洩
行
為
に
つ
い
て

　

刑
法
典
第
二
二
六
―
一
三
条
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
職
業
上
の
秘
密
に
対
す
る
侵
害
を
構
成
す
る
の
は
、
地
位
も
し
く
は
職
業
に
よ
っ
て
、

ま
た
は
、
一
時
的
な
職
務
も
し
く
は
任
務
の
故
に
、
秘
匿
性
の
あ
る
情
報
を
保
持
す
る
者
が
こ
れ
を
暴
露
す
る
行
為
で
あ
る
。

　

本
件
で
は
、
Ｘ
氏
が
、
労
働
監
督
官
の
職
務
の
故
に
、
秘
匿
性
の
あ
る
一
定
数
の
情
報
を
認
識
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
が
な
い
。
Ｘ

氏
は
知
ら
な
か
っ
た
が
、
不
正
に
獲
得
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
、T

EFA
L

社
の
幹
部
が
発
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
秘
密
文
書
を
Ｘ
氏
が
労
働
組
合

機
関
に
送
付
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

Ｘ
氏
は
、
こ
の
秘
密
情
報
の
労
働
組
合
組
織
へ
の
伝
播
及
び
流
布
が
、
自
己
の
職
務
遂
行
、
ま
た
は
、
刑
事
も
し
く
は
懲
戒
手
続
の
枠
内

で
の
防
御
に
必
要
で
あ
っ
た
と
今
日
有
効
に
主
張
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
Ｘ
氏
に
対
し
て
こ
の
種
の
い
か
な
る
訴
権
も
向
け
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
情
報
が
そ
の
張
本
人
に
対
し
て
犯
罪
を
特
徴
づ
け
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
文

書
は
、
Ｘ
氏
に
よ
っ
て
、
共
和
国
検
事
に
提
供
さ
れ
、
送
付
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
労
働
法
典
第
一
一
三
二
―
三
―
三
条
の
適
用
領
域
が
、
厳
密
に
雇
用
者
と
私
法
上
の
被
雇
用
者
の
労
働
関
係
に
限
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
暴
露
さ
れ
る
事
実
が
軽
罪
ま
た
は
重
罪
を
構
成
し
う
る
だ
け
で
は
な
く
、
必
然
的
に
軽
罪
ま
た
は
重
罪
を
構
成
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
労
働
法
典
の
上
記
条
項
が
機
能
的
な
保
護
を
超
え
て
、
内
部
通
報
者
が
犯
し
う
る
犯
罪
の
正
当
化
事
由

を
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
以
上
、
同
条
項
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
、
内
部
通
報
者
の
差
別
に
対
す
る
保
護
が
新
た
な
刑
事
無
答
責
事

由
と
は
解
釈
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
被
告
人
は
、
内
部
通
報
者
の
地
位
を
援
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

（87－3－79）
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最
後
に
、
上
述
の
通
り
、
不
正
に
獲
得
さ
れ
た
後
に
暴
露
さ
れ
た
文
書
は
、
被
告
人
が
い
か
な
る
手
続
に
お
い
て
も
何
ら
喚
問
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
そ
の
防
御
権
行
使
に
必
要
な
も
の
で
は
な
く
、
結
局
、
こ
の
当
該
文
書
の
労
働
組
合
組
織
へ
の
送
付
は
、
企

業
内
に
存
在
す
る
激
し
い
緊
張
を
増
長
さ
せ
え
た
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
そ
の
上
、
犯
罪
の
存
在
を
証
明
し
う
る
と
し
て
も
、
そ

れ
に
法
律
上
の
帰
結
を
与
え
る
権
限
を
有
す
る
官
憲
に
は
送
付
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
状
況
は
、
か
く
し
て
、
悪
意
に
加
え

て
、
当
該
企
業
の
経
営
を
妨
げ
る
明
白
な
意
思
を
証
明
す
る
も
の
で
、
こ
の
こ
と
は
被
告
人
が
無
私
無
欲
で
行
動
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
以
上
、
い
か
な
る
無
答
責
事
由
も
Ｘ
氏
の
行
動
を
正
当
化
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。」

二　

破
毀
院
刑
事
部
二
〇
一
八
年
一
〇
月
一
七
日
判
決

（
（2
（

　

破
毀
院
刑
事
部
は
、
Ｘ
氏
の
秘
密
漏
洩
罪
の
成
否
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
原
判
決
を
一
部
取
り
消
し
て
、Lyon

控
訴
院

に
事
件
を
移
送
し
た
。

　
「
刑
法
典
第
一
一
二
―
一
条
第
三
項

（
（2
（

、
及
び
、
同
法
典
第
一
二
二
―
九
条
を
創
設
す
る
、
経
済
活
動
の
透
明
性
、
汚
職
対
策
及
び
現
代
化

に
関
す
る
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
二
〇
一
六
―
一
六
九
一
号
第
七
条
に
鑑
み
、
判
断
す
る
。

　

新
法
の
規
定
が
旧
規
定
よ
り
厳
し
く
な
い
場
合
、
新
法
の
規
定
施
行
前
に
行
わ
れ
、
確
定
力
を
も
っ
た
有
罪
宣
告
が
な
さ
れ
る
前
の
犯
罪

行
為
に
は
新
法
が
適
用
さ
れ
る
。

　

原
判
決
は
、
破
棄
申
立
理
由
に
転
載
さ
れ
た
判
決
理
由
か
ら
、
Ｘ
氏
に
隠
匿
及
び
職
業
上
の
秘
密
漏
洩
で
有
罪
を
宣
告
し
た
一
審
判
決
を

支
持
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
被
告
人
の
状
況
は
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
一
日
か
ら
、
一
定
の
条
件
に
お
い
て
、
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
秘
密
を
侵
害

し
た
者
の
た
め
に
新
た
な
刑
事
無
答
責
事
由
を
創
設
す
る
、
上
記
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
七
条
に
照
ら
し
て
、
検
討
さ
れ
て
い

（法政研究 87－3－80）
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な
か
っ
た
。

　

従
っ
て
、
こ
の
よ
り
有
利
な
規
定
に
鑑
み
、
事
件
を
改
め
て
審
理
す
る
理
由
が
あ
る
。」

　

上
記
の
通
り
、
本
判
決
は
、
刑
法
典
第
一
二
二
―
九
条
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
に
鑑
み
、
原
判
決
の
一
部
を
取
り
消
し
て
お
り
、
新
た
な

正
当
化
事
由
を
め
ぐ
っ
て
破
毀
院
が
初
め
て
判
断
を
下
し
た
判
例

（
（2
（

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
事
件
自
体
は
、
刑
法
第
一
二
二
―
九
条
施
行
前

の
も
の
で
あ
る
が
、
同
条
が
被
告
人
に
有
利
な
規
定
で
あ
る
た
め
、
遡
及
適
用
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
刑
法
典
第
一
二
一

―
三
条
第
三
項
が
明
文
で
定
め
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
本
件
に
お
い
て
、
実
際
に
、
刑
法
第
一
二
二
―
九
条
が
適
用
さ
れ
被
告
人
が
無
罪
に
な
る
か
は
別
問
題
で
あ
り
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
否
定
的
な
見
方
も
存
す
る

（
（2
（

。

結
論　

刑
法
典
第
一
二
二
―
九
条
の
意
義

一　

内
部
通
報
者
の
刑
事
無
答
責
の
具
体
的
要
件

　

以
上
、
内
部
通
報
者
の
刑
事
無
答
責
を
中
心
に
、
二
〇
一
六
年
法
を
め
ぐ
る
展
開
を
概
観
し
た
。
こ
こ
で
、
改
め
て
、
刑
法
典
第
一
二
二

―
九
条
の
内
容
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
く
。

　

同
条
に
よ
っ
て
、
内
部
通
報
者
が
刑
事
無
答
責
に
な
る
た
め
に
は
、
①
秘
密
の
暴
露
が
当
該
利
益
の
保
護
に
必
要
で
か
つ
こ
れ
と
均
衡
し

て
い
る
こ
と
、
②
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
通
報
手
続
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
、
及
び
、
③
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
六
条

に
定
め
ら
れ
る
内
部
通
報
者
の
定
義
に
当
て
は
ま
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（87－3－81）
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通
報
手
続
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
八
条
が
定
め
て
お
り
、
緊
急
時
を
除
き
、
通
報
は
、
ま
ず
、
直
接
的
ま
た

は
間
接
的
な
階
層
的
上
位
者
、
雇
用
主
ま
た
は
雇
用
主
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
指
示
者
に
対
し
て
行
い
、
合
理
的
期
間
内
に
通
報
が
受
理
さ

れ
な
い
場
合
、
次
に
、
司
法
当
局
、
行
政
当
局
ま
た
は
専
門
職
能
団
体
に
対
し
て
行
う
。
そ
こ
で
三
ヶ
月
以
内
に
処
理
さ
れ
な
い
場
合
は
、

最
終
的
に
、
通
報
内
容
を
公
表
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

  

他
方
、
内
部
通
報
者
の
定
義
は
、
同
法
第
六
条
第
一
項
で
、「
自
身
が
個
人
的
に
認
識
し
た
、
重
罪
も
し
く
は
軽
罪
、
フ
ラ
ン
ス
国
に
よ
っ

て
正
式
に
批
准
も
し
く
は
承
認
さ
れ
た
国
際
協
約
、
そ
の
よ
う
な
国
際
協
約
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
国
際
機
関
の
単
独
行
為
、
法
律
も
し
く

は
規
則
に
対
す
る
重
大
か
つ
明
白
な
違
反
、
ま
た
は
、
一
般
の
利
益
に
対
す
る
重
大
な
脅
威
も
し
く
は
損
害
に
つ
い
て
、
無
私
無
欲
か
つ
善

意
で
暴
露
ま
た
は
通
報
す
る
自
然
人
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
同
条
第
二
項
で
、
適
用
除
外
と
な
る
場
合
と
し
て
、
国
防
上
の
秘
密
、
医
療
上
の
秘
密
、
及
び
、
弁
護
士
と
依
頼
者
間
の
秘
密
が

列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
実
際
、
内
部
通
報
者
の
刑
事
無
答
責
が
問
題
と
な
る
犯
罪
類
型
と
し
て
想
定
さ
れ
う
る
の
は
、
上
述
の
判
例
で
も
問
題
と
な
っ
た
、

職
務
上
の
秘
密
漏
示
罪
（
刑
法
典
第
二
二
六
―
一
三
条
）、
及
び
、
国
防
に
関
す
る
秘
密
漏
示
罪
（
刑
法
典
第
四
一
三
―
一
〇
条

（
（2
（

）
で
あ
ろ
う
。

二　

刑
法
典
第
一
二
二
―
九
条
に
対
す
る
評
価

　

ま
ず
、
本
条
の
射
程
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
正
当
化
事
由
と
し
て
広
く
捉
え
る
見
方
も
あ
れ
ば
、
要
件
が
厳
格
で
限
定
的
と
す
る
見
解
も

あ
り
、
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
本
条
は
、「
公
衆
衛
生
、
環
境
、
経
済
活
動
、
公
的
活
動
ま
た
は
情
報
の
よ
う
な
広
範
で
多
様
な
領
域
で
行
動
す
る
『
内
部
通

報
者
』
を
カ
バ
ー
」
す
る
一
般
的
な
正
当
化
事
由

（
（2
（

と
の
評
価
が
あ
る
一
方
で
、
こ
の
刑
事
無
答
責
事
由
は
、「
立
法
者
に
よ
っ
て
慎
重
に
鎖

（法政研究 87－3－82）
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錠
さ
れ
た
要
件
に
服
す
る
、
超
特
別
事
由
（cause ultra‒spéciale

）
に
見
え
る

（
（3
（

」
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
、
そ
も
そ
も
、
内
部
通
報
者
の
刑
事
無
答
責
規
定
を
総
則
に
置
く
こ
と
に
疑
問
を
抱
く
者
も
い
る
。
即
ち
、「
こ
の
法

文
が
刑
法
典
の
総
則
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
か
は
定
か
で
な
い
。
確
か
に
、
こ
の
正
当
化
が
排
他
的
に
特
定
の
犯
罪
と
結
び
つ

い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
法
律
上
は
そ
う
で
は
な
い
と
し
て
も
、
実
際
、
正
当
化
は
一
つ
の
犯
罪
（
刑
法
典
第
二
二
六
―
一
三
条
）
に

し
か
関
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う

（
（3
（

」
と
す
る
。

　

次
に
、
必
要
性
と
均
衡
性
の
要
件
に
つ
い
て
、
他
の
正
当
化
事
由
に
倣
っ
て
盛
り
込
ま
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

（
（3
（

が
、
こ
の
要
件
の
意
義
を

疑
問
視
す
る
見
解
も
あ
る
。
即
ち
、「
内
部
通
報
者
の
条
件
を
満
た
し
、
通
報
手
続
を
遵
守
す
る
者
が
暴
露
の
必
要
性
及
び
均
衡
性
の
要
件

を
充
足
し
な
い
よ
う
な
場
合
が
想
定
さ
れ
う
る
の
か
」
と
の
疑
問
が
呈
さ
れ
、
正
当
防
衛
（
刑
法
典
第
一
二
二
―
五
条
）、
及
び
、
緊
急
避

難
（
第
一
二
二
―
七
条
）
の
文
言
か
ら
借
用
し
た
、
こ
の
両
要
件
は
無
駄
で
は
な
い
か

（
（3
（

と
主
張
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
内
部
通
報
者
の
定
義
に
つ
い
て
、「
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
六
条
で
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
た
め
、
第
一
二
二
―
九
条

は
明
文
で
こ
の
点
を
繰
り
返
し
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
関
係
す
る
の
は
自
然
人
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
、
労
働
組
合
、

従
業
員
を
代
表
す
る
機
関
ま
た
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
い
っ
た
法
人
は
全
て
、
刑
法
上
の
保
護
か
ら
除
外
さ
れ
る

（
（3
（

」
と
し
て
、
内
部
通
報
者
保
護
に
法

人
が
含
ま
れ
な
い
点
を
論
難
す
る
見
解
も
あ
る

（
（3
（

。

　

他
方
で
、
手
続
に
関
し
て
、
要
件
の
不
明
確
さ
を
指
摘
す
る
者
も
い
る
。
即
ち
、「
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
通
報
手
続
を
遵
守
し
な

け
れ
ば
、
内
部
通
報
者
は
、
刑
法
典
第
一
二
二
―
九
条
の
無
答
責
事
由
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
要
素
は
不
明
確
で
あ
る

だ
け
に
い
っ
そ
う
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
制
限
的
な
要
件
と
見
な
さ
れ
う
る
」
と
さ
れ
、
例
え
ば
、「
権
限
あ
る
官
憲
に
知
ら
せ
る
前
に
階
層

的
上
位
者
に
残
さ
れ
る
べ
き
『
合
理
的
な
期
間
』
は
何
に
対
応
し
て
い
る
の
か
」
と
の
疑
念
が
示
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
本
条
の
存
在
意
義
自
体
に
懐
疑
的
な
見
方
も
存
在
す
る
。
こ
の
論
者
は
、「
他
方
で
、
こ
の
正
当
化
事
由
が
明
文
で
承
認
さ

れ
る
に
値
す
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
問
わ
れ
う
る
。
と
い
う
の
も
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
の
文
言
に
合
致
し
た
者
を
全
て
の
刑

（87－3－83）
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事
責
任
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
理
解
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
か
ら
で
あ

る
（
（3
（

」
と
し
て
、
結
局
、
法
令
行
為
と
し
て
、
刑
法
典
第
一
二
二
―
四
条
を
単
に
適
用
す
れ
ば
足
り
る
と
主
張
す
る

（
（3
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
刑
法
典
第
一
二
二
―
九
条
に
対
し
て
は
、
批
判
的
な
評
価
も
根
強
い
。
同
条
の
具
体
的
適
用
条
件
、
他
の
正
当
化
事
由
と

の
関
係
等
、
精
査
す
べ
き
問
題
点
も
多
い
。
と
は
い
え
、
二
〇
一
六
年
法
に
よ
っ
て
、
内
部
通
報
者
の
保
護
が
前
進
し
た
の
は
間
違
い
の
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
に
、T

EFA
L

事
件
判
決
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
同
条
の
登
場
に
よ
っ
て
、
従
来
の
枠
組
み
で
は
免
責
の
対
象
と

な
ら
な
か
っ
た
者
に
ま
で
そ
の
射
程
は
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
刑
法
典
第
一
二
二
―
九
条
の
今
後
の
適
用
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
、
場

合
に
よ
っ
て
は
、
同
条
の
見
直
し
の
必
要
性
も
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
、
注
意
深
く
見
守
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
１�

）
刑
法
典
第
一
二
二
―
四
条
「
①
法
律
ま
た
は
規
則
の
規
定
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
ま
た
は
許
容
さ
れ
た
行
為
を
実
行
す
る
者
は
、
刑
法
上
責
任
を
負
わ
な

い
。
②
正
当
な
官
憲
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
行
為
を
実
行
す
る
者
は
、
刑
法
上
責
任
を
負
わ
な
い
。」

（
２�

）
刑
法
典
第
一
二
二
―
五
条
「
①
自
己
ま
た
は
他
人
に
向
け
ら
れ
た
不
正
な
侵
害
を
前
に
し
て
、
自
己
ま
た
は
他
人
の
正
当
防
衛
の
必
要
性
に
要
請
さ
れ

る
行
為
を
同
時
に
実
行
す
る
者
は
、
用
い
ら
れ
た
防
衛
手
段
と
侵
害
の
重
大
性
の
間
に
不
均
衡
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
刑
法
上
責
任
を
負
わ
な
い
。

②
財
産
に
対
す
る
重
罪
ま
た
は
軽
罪
の
実
行
を
妨
げ
る
た
め
に
、
故
意
の
殺
害
以
外
の
防
衛
行
為
を
実
行
す
る
者
は
、
こ
の
行
為
が
追
求
す
る
目
的
に

と
っ
て
厳
密
に
必
要
な
場
合
、
用
い
ら
れ
た
手
段
が
犯
罪
の
重
大
性
と
均
衡
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
刑
法
上
責
任
を
負
わ
な
い
。」

（
３�

）
刑
法
典
第
一
二
二
―
七
条
「
自
己
、
他
人
ま
た
は
財
産
を
威
迫
す
る
現
在
し
ま
た
は
急
迫
す
る
危
険
に
直
面
し
て
、
人
ま
た
は
財
産
の
保
護
に
必
要
な

行
為
を
実
行
す
る
者
は
、
用
い
ら
れ
る
手
段
と
脅
威
の
重
大
性
の
間
に
不
均
衡
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
刑
法
上
責
任
を
負
わ
な
い
。」

（
４�

）Loi n
o 2016-1691 du 9 décem

bre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la m
odernisation de la vie 

économ
ique, JO

RF 10 décem
bre 2016, texte 2.

（
５�

）Loi n
o 2011-2012 du 29 décem

bre 2011 relative au renforcem
ent de la sécurité sanitaire du m

édicam
ent et des produits de 

santé, JO
RF n

o 0302 du 30 décem
bre 2011, texte 1.

（
６�

）Loi n
o 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en m

atière de santé et d’environnem
ent et à la 

protection des lanceurs d'alerte, JO
RF n

o 0090 du 17 avril 2013, texte 1.  
こ
れ
と
合
わ
せ
て
、
同
法
に
よ
っ
て
、
労
働
法
典
に
も
関
連
規
定

（法政研究 87－3－84）
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が
設
け
ら
れ
た
。
労
働
法
典
第
Ｌ
．
四
一
三
三
―
五
条
「
本
章
の
適
用
に
お
い
て
通
報
す
る
労
働
者
は
、
公
衆
衛
生
法
典
第
L.
一
三
五
一
―
一
条
に
定

め
ら
れ
る
保
護
の
恩
恵
を
受
け
る
。」

（
７�
）Loi n

o 2007-1598 du 13 novem
bre 2007 relative à la lutte contre la corruption, JO

RF n
o 264 du 14 novem

bre 2007, texte 1.
（
８�
）二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
一
条「
腐
敗
行
為
防
止
規
制
局
は
、
司
法
大
臣
及
び
予
算
担
当
大
臣
の
下
に
置
か
れ
る
、
全
国
管
轄
の
機
関
で
あ
っ

て
、
所
轄
官
庁
及
び
以
下
の
事
態
に
直
面
す
る
者
が
汚
職（corruption

）、
贈
収
賄（trafic d’influence

）、
公
務
員
に
よ
る
公
金
横
領（concussion

）、

利
益
の
不
正
取
得
（prise illégale d’intérêt

）、
公
的
財
産
の
領
得
（détournem

ent de fonds publics

）
及
び
情
実
（favoritism

e

）
を
防
止
し
、

摘
発
す
る
の
を
支
援
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。」

（
９�

）
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
一
四
条
「
Ⅰ
．―
①
権
利
擁
護
官
は
、
第
六
条
の
適
用
に
お
い
て
行
っ
た
通
報
の
み
を
理
由
に
、
自
己
に
対
し
て

な
さ
れ
た
不
利
益
措
置
を
認
識
さ
せ
る
た
め
、
提
訴
す
る
自
然
人
に
対
し
て
、
そ
の
請
求
に
基
づ
き
、
示
さ
れ
た
手
続
費
用
に
つ
き
、
前
払
い
の
形
で

金
銭
的
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
②
本
条
第
一
項
で
定
め
ら
れ
る
金
銭
的
支
援
は
、
司
法
扶
助
に
関
す
る
一
九
九
一
年
七
月
一
〇
日
の
法
律
第
九

一
―
六
四
七
号
の
適
用
に
よ
り
受
領
さ
れ
る
裁
判
上
の
支
援
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
行
わ
れ
う
る
。
③
こ
の
支
援
は
、
事
実
が
本
章
で
定
め
ら
れ
る
条

件
に
お
い
て
通
報
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
拒
否
さ
れ
う
る
。
④
こ
の
支
援
の
総
額
は
、
こ
の
措
置
が
対
象
者
の
報
酬
の
剥
奪
ま
た
は
減
少
を
も
た
ら
す

場
合
、
対
象
者
の
資
産
に
応
じ
て
、
か
つ
、
対
象
者
が
違
法
性
を
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
不
利
益
措
置
の
性
質
に
鑑
み
、
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
支

援
の
総
額
は
、
権
利
保
護
保
険
契
約
ま
た
は
同
等
の
保
護
シ
ス
テ
ム
の
資
格
で
払
い
戻
さ
れ
る
手
続
費
用
の
部
分
に
つ
き
減
額
さ
れ
る
。
Ⅱ
．―
自
己
の

権
利
を
主
張
す
る
た
め
自
然
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
提
訴
と
は
別
に
、
権
利
擁
護
官
は
、
本
章
で
挙
げ
ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
行
っ
た
通
報
の
故
に
、

こ
の
者
が
重
大
な
金
銭
的
困
難
に
直
面
し
、
生
存
条
件
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
思
料
す
る
場
合
、
こ
の
者
に
一
時
的
な
金
銭
的
援
助
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
Ⅲ
．―
本
条
の
適
用
態
様
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ･
デ
タ
の
デ
ク
レ
で
こ
れ
を
定
め
る
。」

（
10�

）
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法
律
第
一
五
条
「
Ⅵ
．―
『
告
発
さ
れ
た
』
と
い
う
語
の
後
、
刑
法
典
第
二
二
六
―
一
〇
条
第
一
項
の
末
尾
は
、
以
下
の

よ
う
に
起
草
さ
れ
る
。『
ま
た
は
、
最
終
的
に
、
公
表
さ
れ
た
場
合
、
五
年
の
拘
禁
刑
及
び
四
五
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
。』」

（
11�

）N
o 3623 A

SSEM
BLÉE N

A
T
IO

N
A
LE, enregistré à la Présidence de l’A

ssem
blée nationale le 30 m

ars 2016, PRO
JET

 D
E LO

I 
relatif à transparence, à la lutte contre la corruption et à la m

odernisation de la vie économ
ique, EX

PO
SÉ D

ES M
O
T
IFS, 

http://w
w
w
.assem

blee-nationale.fr/14/projets/pl3623.asp

（
二
〇
二
〇
年
九
月
七
日
閲
覧
）

（
12�

）A
SSEM

BLÉE N
A
T
IO

N
A
LE, 24 m

ai 2016, Relatif à transparence, à la lutte contre la corruption et à la m
odernisation de la 

vie économ
ique- (N

o 3623), A
M

EN
D
EM

EN
T
, présenté par M

. D
enaja, rapporteur, N

o CL685, http://w
w
w
.assem

blee-nationale.
fr/14/am

endem
ents/3623/CIO

N
_LO

IS/CL685.asp

（
二
〇
二
〇
年
九
月
七
日
閲
覧
）

（
13�

）N
os 3785 et 3786, A

SSEM
BLÉE N

A
T
IO

N
A
LE, Enregistré à la Présidence de l’A

ssem
blée nationale le 26 m

ai 2016, RA
PPO

RT
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par M
. Sébastien D

EN
A
JA

, http://w
w
w
.assem

blee-nationale.fr/14/rapports/r3785-tI.asp

（
二
〇
二
〇
年
九
月
七
日
閲
覧
）

（
14�

）SÉN
A
T
, 20 juin 2016, Projet de loi, T

ransparence, lutte contre la corruption et m
odernisation de la vie économ

ique, 
com

m
ission des lois, A

M
EN

D
EM

EN
T
 présenté par M

. PILLET
, rapporteur, N

o CO
M

-149, https://w
w
w
.senat.fr/am

endem
ents/

com
m
issions/2015-2016/691/A

m
dt_CO

M
-149.htm

l

（
二
〇
二
〇
年
九
月
七
日
閲
覧
）

（
15�

）N
o 712 SÉN

A
T
, Enregistré à la Présidence du Sénat 22 juin 2016, RA

PPO
RT

, par M
. François PILLET

, Sénateur, https://
w
w
w
.senat.fr/rap/l15-712-1/l15-712-11.pdf

（
二
〇
二
〇
年
九
月
七
日
閲
覧
）

（
16�

）CO
N
SEIL CO

N
ST

IT
U
T
IO

N
N
EL, D

ecision n
o 2016-741D

C du 8 décem
bre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre 

la corruption et à la m
odernisation de la vie économ

ique, https://w
w
w
.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016741D

C.htm

（
二

〇
二
〇
年
九
月
七
日
閲
覧
）

（
17�

）
二
〇
一
六
年
一
二
月
八
日
の
憲
法
院
裁
決
第
二
〇
一
六
―
七
四
一
Ｄ
Ｃ
号
（
経
済
活
動
の
透
明
性
、
汚
職
対
策
及
び
現
代
化
に
関
す
る
二
〇
一
六
年

一
二
月
九
日
の
法
律
）「
第
六
条
及
び
第
八
条
に
関
し
て　

二
．
第
六
条
は
、
内
部
通
報
者
を
定
義
す
る
。
第
七
条
は
、
次
の
三
条
件
の
下
で
、
内
部
通

報
者
に
対
し
、
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
一
定
の
秘
密
の
暴
露
に
つ
き
、
刑
事
無
答
責
を
付
与
す
る
。
即
ち
、
秘
密
の
暴
露
が
当
該
利
益
の
保
護
に

必
要
で
か
つ
こ
れ
と
均
衡
し
て
い
る
こ
と
、
内
部
通
報
者
が
第
六
条
の
定
め
る
定
義
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
こ
の
者
が
法
律
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
る
通
報
手
続
を
遵
守
し
た
こ
と
の
三
つ
が
要
件
と
な
る
。
第
八
条
は
、
通
報
手
続
を
整
備
す
る
。
こ
の
手
続
は
、
当
事
者
が
、
ま
ず
、
直
接
的
ま

た
は
間
接
的
な
階
層
的
上
位
者
、
雇
用
者
ま
た
は
雇
用
者
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
指
示
者
に
通
報
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
の
者
に
お
い
て
迅
速
さ

が
欠
け
る
場
合
、
通
報
は
、
司
法
当
局
、
行
政
当
局
ま
た
は
専
門
職
能
団
体
に
対
し
て
な
さ
れ
う
る
。
三
ヶ
月
以
内
に
こ
れ
ら
の
機
関
に
よ
っ
て
処
理

さ
れ
な
い
場
合
、
通
報
は
、
公
表
さ
れ
う
る
。
重
大
か
つ
急
迫
し
た
危
難
が
存
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
回
復
不
可
能
な
損
害
が
発
生
す
る
危
険
が
存
す

る
場
合
、
通
報
は
、
司
法
当
局
、
行
政
当
局
ま
た
は
専
門
職
能
団
体
に
対
し
て
直
接
な
さ
れ
う
る
し
、
公
表
さ
れ
う
る
。
第
八
条
Ⅲ
は
、
一
定
の
公
的

機
関
ま
た
は
民
間
機
関
に
対
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ･

デ
タ
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
内
部
の
従
業
員
ま
た
は
外
部
の
一
時
的
協
力

者
の
た
め
に
通
報
を
受
け
る
の
に
適
合
し
た
手
続
の
整
備
を
課
し
て
い
る
。
第
八
条
Ⅳ
は
、
何
人
も
、
通
報
が
そ
の
受
理
に
適
合
し
た
機
関
に
向
け
ら

れ
る
た
め
、
権
利
擁
護
官
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
す
る
。
三
．
申
請
者
の
元
老
院
議
員
は
、
内
部
通
報
者
を
不
精
確
に
定
義
し
て
い

る
と
し
て
第
六
条
に
非
難
を
向
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
定
義
が
付
託
さ
れ
た
法
律
の
第
七
条
に
定
め
ら
れ
る
刑
事
無
答
責
の
適
用
を
決
定

す
る
限
り
に
お
い
て
、
罪
刑
法
定
原
則
、
憲
法
第
三
四
条
、
平
等
原
則
、
刑
罰
の
均
衡
原
則
違
反
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
主
張
さ
れ
る
。
申
請
者
の

元
老
院
議
員
は
、「
一
般
の
利
益
に
対
す
る
重
大
な
脅
威
も
し
く
は
損
害
」
と
い
う
表
現
の
不
精
確
さ
の
故
に
、
法
律
の
利
用
容
易
性
及
び
理
解
容
易
性

と
い
う
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
目
的
に
反
し
て
い
る
点
を
付
け
加
え
る
。
四
．
申
請
者
の
元
老
院
議
員
は
、
他
方
で
、
第
六
条
で
定
め
ら
れ
る
内
部
通

報
者
の
定
義
が
そ
れ
以
上
の
精
確
さ
を
も
つ
こ
と
な
く
「
自
然
人
」
を
対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
八
条
で
定
め
ら
れ
る
通
報
手
続
が
通
報
の

（法政研究 87－3－86）
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対
象
と
な
る
組
織
の
被
雇
用
者
の
み
に
関
わ
る
よ
う
に
見
え
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
利
用
容
易
性
及
び
理
解
容
易
性
と
い
う
こ
の
同
じ
目
的

を
無
視
し
て
い
る
と
し
て
、
第
八
条
に
非
難
を
向
け
て
い
る
。
五
．
一
七
八
九
年
の
人
間
と
市
民
の
権
利
の
宣
言
第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第

一
六
条
に
由
来
す
る
、
法
律
の
利
用
容
易
性
及
び
理
解
容
易
性
と
い
う
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
目
的
は
、
立
法
者
に
対
し
て
、
十
分
に
精
確
な
規
定
及

び
曖
昧
さ
の
な
い
定
式
の
採
択
を
要
請
す
る
。
立
法
者
は
、
実
際
、
そ
の
決
定
が
憲
法
に
よ
っ
て
法
律
に
し
か
委
任
さ
れ
な
か
っ
た
規
定
の
確
定
を
行

政
ま
た
は
司
法
官
憲
に
振
り
向
け
る
こ
と
な
く
、
法
主
体
を
、
憲
法
に
反
す
る
解
釈
か
ら
、
ま
た
は
、
恣
意
性
の
危
険
か
ら
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
．
第
一
に
、
第
六
条
は
、
内
部
通
報
者
を
「
自
身
が
個
人
的
に
認
識
し
た
、
重
罪
も
し
く
は
軽
罪
、
フ
ラ
ン
ス
国
に
よ
っ
て
正
式
に
批
准
も
し
く
は

承
認
さ
れ
た
国
際
協
約
、
そ
の
よ
う
な
国
際
協
約
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
国
際
機
関
の
単
独
行
為
、
法
律
も
し
く
は
規
則
に
対
す
る
重
大
か
つ
明
白
な

違
反
、
ま
た
は
、
一
般
の
利
益
に
対
す
る
重
大
な
脅
威
も
し
く
は
損
害
に
つ
い
て
、
無
私
無
欲
か
つ
善
意
で
暴
露
ま
た
は
通
報
す
る
自
然
人
」
と
定
義

す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
六
条
は
、
国
防
上
の
秘
密
、
医
療
上
の
秘
密
ま
た
は
弁
護
士
と
依
頼
者
間
の
秘
密
に
属
す
る
事
実
、
情
報
ま
た
は
記
録
を
、

付
託
さ
れ
た
法
律
の
第
二
章
で
定
め
ら
れ
る
内
部
通
報
者
保
護
の
法
律
上
の
制
度
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
か
く
採
択
さ
れ
た
内
部
通
報
者
の
定
義
の
基

準
は
、
不
精
確
で
は
な
い
。
七
．
第
二
に
、
第
八
条
で
定
め
ら
れ
る
通
報
手
続
は
、
連
続
す
る
三
つ
の
段
階
か
ら
な
り
、
そ
の
順
序
は
法
律
に
よ
っ
て

決
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
通
報
が
階
層
的
上
位
者
、
雇
用
主
ま
た
は
雇
用
主
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
指
示
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
旨
規
定
す
る

第
一
段
階
は
、
問
題
と
な
る
組
織
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
る
者
、
ま
た
は
、
第
八
条
Ⅲ
の
適
用
に
よ
り
、
こ
の
組
織
の
外
部
的
も
し
く
は
一
時
的
協
力
者

の
み
関
係
し
う
る
。
同
様
に
、
第
一
〇
条
乃
至
第
一
二
条
に
よ
っ
て
、
第
六
条
乃
至
第
八
条
の
条
件
に
合
致
す
る
内
部
通
報
者
に
も
た
ら
さ
れ
る
保
護

は
、
こ
の
内
部
通
報
者
が
そ
の
職
業
生
活
の
枠
内
で
被
り
う
る
差
別
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
第
八
条
及
び
第
一
〇
条
乃
至
第
一
二
条
の
文

言
及
び
目
的
か
ら
、
立
法
者
は
、
こ
の
者
を
雇
用
す
る
組
織
を
対
象
と
す
る
通
報
を
行
う
内
部
通
報
者
、
ま
た
は
、
内
部
通
報
者
が
職
業
的
枠
内
で
協

力
す
る
者
に
第
八
条
の
適
用
範
囲
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
立
法
者
が
、
第
六
条
に
お
い
て
、
通
報
の
対
象
と
な
る
組
織
に
よ
っ
て
雇

用
さ
れ
る
者
に
も
、
そ
の
協
力
者
に
も
限
ら
れ
な
い
内
部
通
報
者
の
よ
り
一
般
的
な
定
義
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
論
難
さ
れ
て
い
る
規
定
を
理

解
不
可
能
に
す
る
と
い
う
結
果
を
導
く
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
こ
の
定
義
は
、
第
八
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
必
要
な
場
合
、

職
業
上
の
枠
を
超
え
て
、
立
法
者
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
他
の
通
報
手
続
に
も
適
用
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
八
．
以
上
の
こ
と
か
ら
、
第
六
条
及
び

第
八
条
が
法
律
の
利
用
容
易
性
及
び
理
解
容
易
性
と
い
う
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
目
的
を
無
視
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
九
．
罪
刑
法
定
原
則
、

憲
法
第
三
四
条
、
平
等
原
則
、
刑
罰
の
均
衡
性
、
そ
の
他
い
か
な
る
憲
法
的
要
請
に
も
抵
触
し
て
い
な
い
、
付
託
さ
れ
た
法
律
の
第
六
条
は
、
憲
法
に

適
合
し
て
い
る
。
付
託
さ
れ
た
法
律
の
第
八
条
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。」

（
18�

）
刑
法
典
第
二
二
六
―
一
三
条
「
地
位
も
し
く
は
職
業
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
一
時
的
な
職
務
も
し
く
は
任
務
の
故
に
、
秘
匿
性
の
あ
る
情
報
を
保
持

す
る
者
が
こ
れ
を
暴
露
し
た
場
合
、
一
年
の
拘
禁
刑
及
び
一
五
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
。」

（
19�

）
そ
の
他
に
も
、
電
子
メ
ー
ル
及
びSA

S T
EFA

L

社
の
内
部
デ
ー
タ
を
隠
匿
し
た
こ
と
に
つ
き
、
隠
匿
罪
（
刑
法
典
第
三
二
一
―
三
条
）
の
成
否
が

（87－3－87）
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問
題
と
さ
れ
た
。

（
20�

）https://w
w
w
.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-dannecy-cham

bre-correctionnelle-jugem
ent-correctionnel-

du-4-decem
bre-2015/

（
二
〇
二
〇
年
九
月
七
日
閲
覧
）

（
21�
）
Ｍ
氏
は
、
当
該
文
書
を
不
正
に
入
手
し
、
漏
洩
し
た
人
物
で
、
Ｘ
氏
の
共
同
被
告
人
で
あ
る
。

（
22�

）
労
働
法
典
第
Ｌ
．
一
一
三
二
―
三
―
三
条
（
当
時
）「
①
自
己
が
職
務
の
遂
行
に
お
い
て
認
識
し
た
、
軽
罪
ま
た
は
重
罪
を
構
成
す
る
事
実
を
善
意
で

詳
述
し
ま
た
は
証
言
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
何
人
も
、
採
用
手
続
か
ら
排
除
さ
れ
え
ず
、
研
修
ま
た
は
職
業
訓
練
へ
の
参
加
を
妨
げ
ら
れ
な
い
他
、
全

て
の
被
雇
用
者
は
、
制
裁
を
加
え
ら
れ
、
解
雇
さ
れ
、
ま
た
は
、
と
り
わ
け
第
Ｌ
．
三
二
二
一
―
三
条
の
意
味
に
お
け
る
報
酬
、
利
益
分
配
、
株
式
分
配
、

職
業
訓
練
、
再
配
置
、
配
属
、
資
格
、
分
類
、
職
業
上
の
昇
任
、
人
事
異
動
も
し
く
は
契
約
の
更
新
に
関
し
て
、
直
接
的
も
し
く
は
間
接
的
な
差
別
的

措
置
の
対
象
と
な
り
え
な
い
。
②
第
一
項
の
適
用
に
関
す
る
争
訟
の
場
合
、
対
象
者
が
、
軽
罪
も
し
く
は
重
罪
を
構
成
す
る
行
為
を
善
意
で
詳
述
し
ま

た
は
証
言
し
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
事
実
的
要
素
を
提
示
す
る
限
り
に
お
い
て
、
被
告
側
は
、
そ
の
要
素
に
鑑
み
、
当
事
者
の
申
告
ま
た
は
証
言
以
外

の
客
観
的
要
素
に
よ
っ
て
自
ら
の
決
定
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
を
証
明
す
る
責
任
を
負
う
。
判
事
は
、
必
要
な
場
合
、
有
益
と
思
料
す
る
あ
ら
ゆ
る
証

拠
調
べ
を
命
じ
た
後
、
心
証
を
形
成
す
る
。」

（
23�

）https://w
w
w
.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-cham

bery-arret-du-16-novem
bre-2016/

（
二
〇
二
〇
年
九
月
七
日
閲
覧
）

（
24�

）Crim
, 17 oct. 2018, n

o 17-80.485, https://w
w
w
.legifrance.gouv.fr/affi

chJuriJudi.do?oldA
ction=rechJuriJudi&

idT
exte=JU

RIT
EX

T
000037536230&

fastReqId=6795323&
fastPos=104

（
二
〇
二
〇
年
九
月
七
日
閲
覧
）

（
25�

）
刑
法
典
第
一
一
二
―
一
条
「
①
行
為
時
に
犯
罪
を
構
成
す
る
行
為
の
み
が
処
罰
さ
れ
る
。
②
行
為
時
に
法
律
上
適
用
さ
れ
る
刑
罰
の
み
が
宣
告
さ
れ

う
る
。
③
但
し
、
新
規
定
が
旧
規
定
よ
り
厳
し
く
な
い
場
合
、
新
規
定
施
行
前
に
行
わ
れ
、
確
定
力
を
も
っ
た
有
罪
宣
告
が
な
さ
れ
る
前
の
犯
罪
行
為

に
は
、
新
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。」

（
26�

）SO
RD

IN
O
, M

arie-Christine, Lanceur d’alerte: rétroactivité in m
itius de l’article 122-9 du code pénal, A

J Pénal, 2018, p.574

参
照
。

（
27�

）SO
RD

IN
O
, op.cit. (note 26), p.575

は
、「
本
件
に
お
い
て
、
内
部
通
報
者
の
定
義
に
合
致
す
る
こ
と
、
及
び
、
要
求
さ
れ
る
通
報
の
段
階
に
従
っ
た

こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
被
告
人
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
事
実
審
裁
判
官
に
認
定
さ
れ
た
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
被
告
人
は
、
階
層
的

手
順
を
踏
む
こ
と
な
く
、
労
働
組
合
に
直
接
情
報
を
転
送
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
以
上
、
通
報
経
路
の
遵
守
に
関
し
て
、
疑
念
を
差
し
挟
む
余
地
が
あ

る
」
と
し
て
、
刑
法
典
第
一
二
二
―
九
条
の
適
用
に
否
定
的
な
見
方
を
示
し
て
い
る
。

（
28�

）
刑
法
典
第
四
一
三
―
一
〇
条
「
①
地
位
も
し
く
は
職
業
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
一
時
的
も
し
く
は
継
続
的
な
職
務
も
し
く
は
任
務
の
故
に
、
国
防
上

の
機
密
性
を
有
す
る
、
プ
ロ
セ
ス
、
対
象
、
文
書
、
情
報
、
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
さ
れ
た
デ
ー
タ
ま
た
は
フ
ァ
イ
ル
を
保
持
す

る
全
て
の
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、
そ
れ
ら
を
破
壊
し
、
流
用
し
、
領
得
し
、
複
製
す
る
行
為
、
ま
た
は
、
無
資
格
者
に
そ
れ
ら
に
ア
ク
セ
ス
さ
せ
る

（法政研究 87－3－88）
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行
為
、
も
し
く
は
、
そ
れ
ら
を
公
衆
も
し
く
は
無
資
格
者
に
知
ら
せ
る
行
為
は
、
七
年
の
拘
禁
刑
及
び
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
。

②
保
持
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、
前
項
で
定
め
ら
れ
る
、
プ
ロ
セ
ス
、
対
象
、
文
書
、
情
報
、
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
さ
れ
た
デ
ー

タ
ま
た
は
フ
ァ
イ
ル
に
ア
ク
セ
ス
さ
せ
、
破
壊
し
、
流
用
し
、
領
得
し
、
複
製
し
、
流
布
す
る
行
為
は
、
同
様
の
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
る
。
③
保
持
者
が

軽
率
ま
た
は
懈
怠
に
よ
っ
て
行
動
し
た
場
合
、
当
該
犯
罪
は
、
三
年
の
拘
禁
刑
及
び
四
五
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
。」

（
29�

）PIN
, X

avier, D
roit pénal général, 10

e éd., 2019, D
alloz, p.253.

（
30�

）PA
RIZO

T
, Raphaële, Les renversem

ents de la responsabilité pénale, RSC, 2017, p.366.

（
31�

）D
REY

ER, Em
m
anuel, D

roit pénal général, 5
e éd., 2019, LexisN

exis, p.972.

（
32�

）PA
RIZO

T
, op.cit. (note 30), p.367; SO

RD
IN

O
,op.cit.(note 26), p.575

等
参
照
。

（
33�

）PA
RIZO

T
, op.cit. (note 30), p.367.

（
34�

）K
O
LB, Patrick, LET

U
RM

Y
, Laurence, D

roit pénal général, 13
e éd., 2018, Gualino, p.107.

（
35�

）PA
RIZO

T
, op.cit. (note 30), p.368

は
、
内
部
通
報
者
の
定
義
に
含
ま
れ
る
諸
要
件
に
つ
い
て
、
憲
法
院
は
不
精
確
で
は
な
い
と
す
る
が
、
疑
問
が

残
る
と
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
基
準
は
、
か
な
り
排
他
的
と
見
な
さ
れ
う
る
と
評
す
る
。

（
36�

）D
REY

ER, op.cit. (note 31), p.972.

（
37�

）D
EBO

V
E, Frédéric, FA

LLET
T
I, François, Précis de droit pénal et de procédure pénale, 7

e éd., 2020, PU
F, p.243

に
よ
れ
ば
、�

内
部
通
報
者
の
不
処
罰
は
、
法
律
の
許
容
と
緊
急
避
難
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
他
、
内
部
通
報
者
の
保
護
を
め
ぐ
っ
て
は
、

BA
V
IO

T
, A

lexis, Lanceur d’alerte: insurgé ou tyran?, D
roit pénal, 2019, pp.29 et s.; BO

U
LO

C, Bernard, D
roit pénal général, 26

e 
éd., 2019, D

alloz, p.384; BO
U
LO

C, Bernard, H
A
T
SO

PO
U
LO

U
, H

aritini, D
roit pénal général et procédure pénale, 21 

e ed., 2018, 
Sirey, p.161; D

A
O
U
D
,E., SFO

GIA
,S., Lanceurs d’alerte et entreprises, A

J Pénal, 2017, pp.72 et s.; PRA
D
EL, Jean, D

roit pénal 
général, 22

e éd., 2019, Édition Cujas, pp.320-322

等
参
照
。

（87－3－89）




